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□ 労使間で慣例として行われている労働条件

等に関する取扱いである労使慣行は,そ れが

事実たる慣習として,労働契約の内容を構成

するものとなっている場合に限り,就業規nll

に反するか否かを問わず,法的効力を有する

とされた例

□ 労使慣行が事実たる慣習となっているとい

うためには,同種の行為または事実が一定の

範囲において長期間反復継続していること,

かつ,労使双方が明示的に当該慣行によるこ

とを排除,排斥しておらず,当該慣行が労使

双方 (特に使用者側においては,当該労働条
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件の内容を決定し得る権限を有する者あるい

はその取扱いについて一定の権限を有する

者)の規範意識に支えられていることが必要

とされた例

□ 以上の基準により,教授会の議決があれば,

教員の65歳定年が70歳まで延長されるとの事

実たる慣習が成立していたものとされた例

□ 教授会が認めた教授の定年延長をしないと

いう理事会の議決は解雇の意思表示に該当す

るが,解雇事由が存在せず,解雇権濫用に該

当し無効とされ,教授としての地位確認請求

が認容された例

(1)事件の概要 本件は,大学教授である原告が
,

満70歳 まで定年が延長されるとの慣例が事実たる

慣習として労働契約の内容となっていると主張し

て,被告A大学 (以下,大学)に対し,労働契約

上の権利を有することの確認を求めるとともに,

賃金および賞与の支払請求をしたものである。

原告は,昭和11年 2月 19日 に出生し,法学部専

任講師として雇用され,平成13年 1月 当時,大学

院法学研究科および法学部教授の地位にあった。

大学法学部教職員に適用される就業規則には
,

「教職員は,満 65歳 に達した日をもって定年とす

る」 (第 26条 )が ,「特段の事由により必要と認め

るとき」などの場合には,「理事会の議を経て,

これを延長することができる」 (同 27条)と規定

されていた。

平成12年 10月 19日 に開催された法学部教授会

は,原告の定年を2年間延長する内申手続を採る

ことを議決し,大学に対しその旨を内申した。理

事会は,平成13年 2月 2日 ,原告の定年延長を審

議し,こ れを認めないとの議決 (以下,「本件議決」)

をしたが,その理由として,①かつて原告は法学

部長を解任されたように,その人格に問題がある

こと,②学部長在任中に法学部教員数を充足する

責務を果たさなかったこと,③大学の図書館,研

究室棟の建設計画において専横を働いたこと,④

総長選挙立候補の際に業務上横領行為があったこ

となどをあげていた。

本件の仮処分決定は,本件定年延長扱いが事実

たる慣習として成立していたとして理事会の議決

を無効とし, 1年間の賃金仮払いを認容した。

(2)判断のポイント 判決は,ま ず,同種の行為

または事実が一定の範囲において,長期間にわた
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り反復継続 しており,かつ,本件労使慣行につい

て,労使双方が明示的に当該慣行によることを排

除 。排斥しておらず,労働条件の内容を決定し得

る権限を有する使用者も含めて労使双方の規範意

識に支えられている場合には,事実たる慣習とし

て労働契約の内容となると判断し,教授会の議決

があれば定年延長されることが事実たる慣習に該

当すると判断した。

続いて判決は,原告の定年延長を否定する正当

事由が存するとの大学の主張に対して,本件労使

慣行が認められるなかで,本件議決により,定年

を延長しないという被告の行為 |ま ,解雇の意思表

示として評価されるとしたうえで,原告には被告

が主張するような解雇事実は存せず,社会通念上

相当なものとして是認するだけの解雇権濫用の障

害事由が存しないから,本件議決は解雇権濫用に

該当して無効と判示している。

(3)参考判例 大学教員の定年制については,定

原告

同訴訟代理人弁護士

被告

同代表者理事

同訴訟代理人弁護士

同

同

同

同

同

甲野 太郎

吉永 順作

学校法人日本大学

乙山 次郎

字田川昌敏

河本  毅

福吉 貞人

板東 秀明

篠崎 芳明

尾畑亜紀子

1 原告と被告は,原告が,被告の設置する日本大

学法学部の教授である地位 を有することを確認す

る。

2 被告は,原告に対し,2698万4600円及びこれに

対する平成14年12月 10日 から支払ずみまで年 5分の

割合による金員を支払え。

3 被告は,原告に対し,平成14年 12月 から本判決

確定日まで毎月23日 限り78万 8600円 ずつを支払え。

4 被告は,原告に対し,平成15年 1月 から本判決

確定日まで毎年 3月 15日 に148万 2400円ずつ,毎年

34労働判例2003.6.1(NO.845)

。本訴)事件

年後の再雇用に関する明治大学事件 (東京地判平

元 .3.31労判539号49頁),工学院大学事f4(東京

地判平元 .7.10労判543号 40頁),愛知医科大学事

件 (名古屋地決平411.10労判627号 60頁)な どが

ある (いずれも,定年延長の効力が否定されてい

る)。

また,本件のように,65歳定年を教授会議決に

より定年延長を認めるとの運用が事実たる慣習と

して認めた法政大学事件 (東京地決昭62819労

判508号73頁 〔要旨〕)があるが,同事件では,定

年延長に自ら手続きをとらなかったことを理由と

して,定年延長が否定されている。これに対し,

長崎総合科学大学事件 (長崎地決平5.7.28労 判

637号 11頁)で は,定年後の再採用人事につき,

常務理事会が教授会の決定を尊重して,再採用を

決定するとの慣行が確立されていないと判断され

ている。

6月 15日 に197万 6500円ずつ,毎年12月 5日 に249万

4300円ずつをそれぞれ支払え。

5 原告のその余の請求に係る訴えをいずれも却下

する。

6 訴訟費用は,全体を5分 し,その1を 原告の,

その余を被告の負担とする。

7 この判決は,第 2項 ないし第 4項に限り,仮に

執行することができる。

第 1 請求

1 主文第 1項 ,第 2項 と同旨

2 被告は,原告に対し,平成14年 12月 から平成18

年 2月 まで毎月23日 限り78万 8600円 ずつを支払え。

3 被告は,原告に対し,平成15年 1月 から平成18

年 3月 まで毎年 3月 15日 に148万 2400円ずつ,毎年

6月 15日 に197万6500円ずつ,毎年12月 5日 に249万

4300円 ずつをそれぞれ支払え。

第 2 事案の概要

本件は,原告が,被告に対し,満 70歳 まで定年が

延長されるとの慣例が事実たる慣習として労働契約

の内容となっていると主張して,労働契約上の権利

を有することの確認を求めるとともに,労働契約上
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の賃金及び賞与 (既発生分については,日頭弁論終

結日の翌日からの民法所定の遅延損害金)の支払請

求をしている事案である。

1 争いのない事実

(1)当事者

ア 被告は,明治31年設立の学校法人であり,東
京都千代田区内に日本大学を設置している。日本大

学は,大学院18研究科,学部第一部14学部80学科 ,

第二部 2学部 4学科,通信教育部,短期大学部等か

らなる総合大学である。

イ 原告は,昭和11年 2月 19日 に出生し (平成13

年 2月 18日 満65歳),昭和43年 9月 26日 ,被告に日

本大学法学部 (以下「法学部」という。)専任講師

として採用された後,昭和46年 5月 に助教授に,昭

和53年 1月 に教授に昇任し,平成13年 1月 当時, 日

本大学大学院法学研究科で民法関係の講座を担当す

るとともに,法学部で民法関係の講座を担当してい

た。

ウ 原告は,被告から,平成13年 1月 当時,給与

として,月 額78万8600円 を毎月23日 に支給されてい

た。また,平成13年以降,毎年 6月 15日 に支給され

る夏季賞与額は,197万 6500円,毎年12月 5日 に支

給される冬季賞与額は,249万 4300円 ,平成14年以降,

毎年 3月 15日 に支給される春季賞与額は,148万
2400円 である。

(2)就業規則

被告に採用された法学部勤務の教職員に適用され

る日本大学法学部教職員就業規貝1(以下「法学部就

業規則」という。)に は,次のような定めがある。

第26条 教職員は,満65才に達した日をもって定年

とする。

第27条 定年は,教員に限り次の各号に掲げる場合

理事会の議を経て,こ れを延長することができる。

① 任期ある職務の中途において定年に達したと

き,その任期の終了まで。

② 学年の中途において定年に達したとき,その

学年の終了まで。

③ その他特別の事由により必要と認めたとき。

2 前項による定年の延長は,満 70才 を超えてはな

らない。

(3)本件議決に至る経緯

ア 平成12年 10月 19日 開催の法学部教授会で,法

学部は,原告の定年を2年延長する内申手続を採る

ことを議決をし,被告に対し,平成12年 11月 30日
,

その旨の内申をした。

イ 理事会は,平成13年 2月 2日 ,原告の定年延

長を審議 し, これを認めないと議決 し (以下「本件

議決」 という。),同 日,その旨を0法学部長代行に

通知 し,同学部長代行から原告に伝達された。

2 当事者の主張

(1)定年制の内容,労使慣行の存否 (争点(1》

(原告の主張)

法学部では,戦後50年以上にわたり,自 己の意思

により自ら望んで退職 した者を除き,満65歳至1達 を

理由に職を失った者はなく,例外なく定年延長措置

により満70歳 まで従前の地位に留まるのが通常の状

態であった。定年延長のときは,教授会の内申を前

提とした理事会の定年延長の承認議決がされている

が,こ れらの手続はほとんど形式的なものであった。

したがって, 自己の意思により自ら望んで退職 した

者を除き,定年を満70歳 とする労使慣行 (原告主張

のこの労使慣行を,以下「本件労使慣行」 という。)

が事実たる慣習 として確立 してお り,労働契約の内

容となっていた。

したがつて,法学部就業規則上の理事会による本

件議決は,仮に法的に意味があるとしても,原告に

対する解雇の意思表示 と位置づけるべ きである。

(被告の主張)

被告の理事会の定年延長の議決は実質的議論を踏

まえてなされている。本件労使慣行が,法学部等の

文系学部でも反復継続 しているとはいえないし,医

学部,歯学部を中心 とした学部の実情は,本件労使

慣行によつていない。また,理事会が本件労使慣行

についての規範意識を有 しておらず,本件労使慣行

が事実たる慣習として確立しているとはいえない。

(2)定年延長を否定する正当事由の有無 (争点(2》

(原告の主張)

ア 定年延長を認めない本件議決は,解雇の意思

表示に相当するのであるから,解雇権濫用法理が適

用される。

イ 原告は,優れた学識,経験,人格,識見を有

し,研究業績 もあるから,法学部教授としての適格

がある。

ウ 被告は,法学部長であり被告の理事であった

際の,原告の正論に嫌悪の情を抱 き,根拠のない理

由により,法学部長を解任 して理事会からツト除した

上,原告が日本大学総長選挙に立候補 したことから,

理由のない攻撃を続け,法学部教授会の議決に基づ

く内申を無視 して,本件議決をした。

本件議決は,信義則に違反 し,正当かつ合理的な

理由を欠き,原告を狙い撃ちした恣意的なもので,

解雇権の濫用に該当し,無効である。
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工 被告の主張する事実の全てを否認 して争う。

(被告の主張)

ア 被告の理事会が原告の定年延長を承認 しなか

ったのは,次のとおりの理由により,正当である。

イ 原告は,本件議決に先立つ平成11年 12月 3日

開催の理事会の議決で,法学部長を解任 された。大

学の教授 としての資質において非常に重要なのが

「人格」である。原告には,ウ 以下に掲げる学部長

として専横の事実があり,法学部長を解任されたの

である。 したがつて,原告が学部長 としてだけでな

く,教授 として当然備えてお くべ き人格を欠いてい

た。

ウ 法学部教員充足の責務を果さなかつたことに

ついての原告の専横

法学部は,大学設置基準等により義務付けられて

いる専任教授数を充足 しておらず,現職の教員には

定年延長者ないし年齢の近い者が多いため,不足数

はさらに増加 し,文部省視学委員の実地調査が行わ

れた。それにつき,原告には,次のとお りの専横行

為があった。

① 原告は,教員の一部補充を行つたものの,それ

は自己の勢力を拡張するための手段であり,教育の

ための配慮ではなかつた。

② 教員拡充委員会は,すべて原告の判断に従って

おり,原告が主導権を握つているため,活性化しな

かった。

③ 教員の人事について議論すべき担当者会議で

も,ほ とんど議論されなかつた。

④ 原告は,英語の先生は必要がないと言つて,学

部長在任中,一般教育,語学,体育の教員は採用し

なかつた。

⑤ 平成 4年 7月 ,教授として推薦するための基準

として,50歳 という年齢制限を教授会に諮つた。

工 図書館,研究室棟 (以下「図書館棟」という。)

建設計画における原告の専横

① 原告は,図書館棟の建築計画を本部に内申する

について,法学部の営繕,管財会議に諮問すること

を怠った。

② 原告が設計に関与した図書館棟は,欠陥建築で

あったが,原告は,独断専行により, この計画を被

告の本部に内申した。いつたんは採用されたこの計

画は;見直しを余儀なくされたので,図書館棟の建

築が遅れて学生に不便を強いた。

③ 法学部内に設置されていたキヤンパス整備委員

会においても,議論がされず,原告の独断を助長し

ていた。
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④ 建築する意図がないのに, 日本大学通信教育部

が櫻門ビルから出てい くことを促すために,独善的

に建築計画を本部に内申した。

ォ 司法試験対策を故意に怠った。原告の関心の

あるのは人事 と建物建築であり,司法試験対策には

関心がない。

具体的には,予算化 された司法科研究室の机,椅

子を入れようとしたのに,発注決済の段階で,原告

からス トツプがかかつた。

力 平成11年 の総長選挙立候補に関する問題

① 原告以外の 2人の原告支援教員が,有権者の一

部に文書を出したことが総長選挙管理委員会規程に

違反する。

② 総長選挙のために雇用したアルバイト女性と選

挙用仮設電話の費用を法学部に負担させた。

③ 総長選挙に立候補するため,法学部の教員,職

員に強要して,連署推薦させた。

キ 平成10年 1月 下旬に法学部の本館地下食堂の

契約が解除され,同年4月 13日 に解体工事が始まり,

同日に法学部の学生生活委員会でマクドナルドの出

店が討議された。反対意見もあつたが,こ れに了承

し,同 月下旬にマクドナルドとの正式契約をした。

原告は,当初の段階から,マ クドナルドの出店を企

て,工事の日に学生生活委員会を開催するという強

引な方法で,その企てを実現させた。

ク 法学部の学費取扱銀行は,東京三菱銀行のみ

であったが,原告は,同行での融資を断られた腹い

せに,富士銀行に変更するかこれを追加することを

企てた。しかし,東京三菱銀行では料金が無料なの

に,富士銀行では有料になるので,実現しなかつた。

ケ 法学部大宮校地の構内の公道に通行禁止の立

て札をつけて,大宮市との関係を悪くした。

コ 原告は,事務四役を骨抜きにして,事務局長

の権限である 2号饉の学生使用や学会の使用をさせ

ないようにした。

サ 真っ赤な顔をして,事務職員を怒ったり,長

時間事務職員を待たせた。

シ 合理的理由もなく,日 曜日,体 日に校舎を開

鎖して開放しなかつた。

ス 名誉教授になる資質に問題のないA氏の名誉

教授就任を妨げた。

セ 教授会において,建設中の図書館の代替施設

として,法学部本館 5階のみを学生の勉強用として

解放すると発言した。

ソ 教授会において,事業に必要な単位数を減ら

して,選択科目を多 くするという提案をして,教授
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会で押 し切つた。

夕 学生のコンピューターを使用させにくいコン

ピューター配置をした。

チ 学部長 として,教員が他 と共同研究をしない

ように言った。

ツ 学部長 として,B教授が北京大学で研究発表

することに反対 した。

テ 大学入試問題を 2つ作成することに無駄であ

るとして反対 した。

卜 教授会において,平成 9年の法学部の学園祭

開催に反対 した。

ナ 原告は,学部長として,法学部のゼミ参加中

に死亡 した学生の事故の事実調査をしようとしたC

教授に対 し,保険なんか下 りないと発言 した。

二 法学部関係の印届1を している印刷会社に自著

の印昂1を依頼 した。

ヌ 教授会において,平成 5年度の一般指定校入

学推薦制度に関して,一方的に80校の指定校除外を

教授会に提案 し,一方的に通した。

ネ 平成 4年に助手を全員辞めさせた。また,助

手採用の際,将来専任講師になれなくてもよいとい

う念書を書かせた。

ノ 外国人留学生の合格基準を引き上げた。

ハ 平成 5年 に独断で障害者に入学試験を受けさ

せなかった。

ヒ 原告が学部長時代,女性教員は一切採用され

なかった。

フ 通信教育部の学生を蔑視 した。また,学部長

として,学務委員会で不合理な発言をして,強引に

委員会を通 した。

へ 原告は,本部 との予算折衝の際に,本部に行

くのを嫌がった。

ホ 原告は,学部長として,法学部が洋書を購入

するについて,事務職員は,簡便で確実な書店を通

じた購入をするように主張 したが,原告は,書店を

通す と高 くつ くといって,不合理にも,各国から直

接購入するように事務職員に言った。

マ 原告は,平成 4年の年明けころ,事務職員か

らの決裁に対 して,卒業式に出す紅白餞頭について,

小さい方にするように言った。

ミ 原告は,学部長として,平成11年 4月 から校

合を警備する警備会社を変更するのに,強引に変更

手続を進めた。

第 3 当裁判所の判断

1 争点(1)(定年制の内容ぅ本件労働慣行の存否)

について

(1)前記争いのない事実に証拠 (〈証拠 。人証略〉)

及び弁論の全趣旨により認定することので きる事実

を総合すれば,法学部における定年制の内容,労使

慣行の存否 に関する事実関係は,以下の とお りで

なる。

ア 被告寄附行為によれば,学校法人の業務を決

定 し (通常業務の範囲では,常務理事会に権限があ

る。),運営に責任を負 う機関として理事会が組織 さ

れている。また, 日本大学学則によれば, 日本大学

の各学部には,教授会がおかれ,専任教授全員, 3

名以内の専任助教授代表及び事務局長で組織され,

教員の進退に関すること等を審議することとされて

いた。

イ 日本大学では,学部ごとに,労働基準法の解

釈上,事業所が異なっているという見解から,各学

部が学部における手続を経て,当該学部の教職員就

業規則を市1定 し,各学部ごとに各所轄の労働基準監

督局に届出をしている。各学部の教職員就業規則の

内容は, 日本大学教職員就業規員Jを ひな形 として作

成されてお り,定年制については,前記争いのない

事実に記載 した法学部就業規則の定年+1の規定と同

一の規定を置いていた。

ウ 昭和62年 2月 15日 付けの日本大学広報中の企

画担当・商学部教授の論考である「特別の事情がな

い限り65歳に 教員の定年制を考える」には,実質

的に65歳定年制は有名無実 となり,事実上,70歳定

年制が行われている旨の記述がある。また,平成 5

年10月 15日 付けの日本大学広報中の監事室付の「教

員の定年制を遵守せよ 財政危機乗 り切 りのための

私案」には,教員に限っては,65歳定年の原則が骨

抜きとなり,ほ とんどの教授が満70歳 まで定年延長

されているのが実情であること,定年延長教授が約

300名在籍 しているとの記述がある。

工 昭和62年 3月 1日 付けで「教員の定年制度検

討委員会」に,教員の定年年齢・延長事由並びに審

査期間の設置等教員の定年制度全般について現状を

調査 し,改善策を検討するように諮問した。

平成 7年 8月 1日 ,財務運営に関する特別委員会

が総長,理事長からの諮問に答えて提出した答申書

には, 日本大学の現状は,70歳 まで定年延長が認め

られていることから,教員は定年延長が当然のこと

として受け止められている風潮にあ り,定年の条文

は空文化に等 しいとの記載がある。

この答申書は,理事会に報告されたが,現状認識

について特に異論は存せず,同委員会の委員長であ
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る理事は,そ の際に,廃上によるデメリットが生 じ

ることか ら,常任会や学部長会議での検討に委ねる

旨を発言 している。

また,平成 9年 8月 26日 , 日本大学未来想像プロ

ジェク トチーム委員会が,総長,理事長からの諮問

に答えて提出した答申書 (第二次)に は,定年延長

は,一音『学部を除き,ほ とんどの教授が定年延長を

認められてお り,事実上70歳定年制になつていると

いっても過言でないこと,教育,研究の専門分化が

進んでいる現在,個々の案件について理事会で判断

を行 うことは非常に困難であ り,結局,学部の内申

どおり通過する実態になっていると思われることが

指摘 されている。また,こ の答申書は,定年延長が

安易に流れるのは適切でないとし,各学部に審査機

関を設置して客観的な審査を行うべきであるとして

いる。そのための方法として,65歳 ですべて定年退

職とし,再雇用という形に変えるのが合理的である

としながら,労働条件の見地から見たとき,雇用期

間延長が労働慣行として熟しているという見方も可

能であるとして,現行どおりの期間延長という性格

を維持すべきであると結論づけている。この答申書

は,理事会において報告されたが,現状認識につい

て,特に異論は存しなかつた。なお,0現法学部長

代行は,平成12年 6月 1日 開催の法学部教授会にお

ける学部長選挙での所信表明の際, 自分は,こ の委

員会の教職員問題分科会の委員長であったが,すべ

ての委員は,定年延長は労働契約の内容であるから,

当然のことであるという発言及び自分としては,定

年延長というのは,教員の採用,雇用の契約となっ

ており,労 frJ条件となっており,それを前提に採用

されているという発言をしている。

オ 法学部において,llG和56年 4月 から平成13年

2月 28日 までの間に退職した専任教授のうち,定年

延長の措置を受けて70歳 で定年退職 した者は73名

(後述のL教授及びM教授を含む。)で あり,ま た,

同日の時点で法学部に在職中の専任教員121名 中93

名が専任教授であり,そのうち26名 が定年延長を受

けた者である。

力 いずれも外部から法学部教授に採用されたD

(昭和54年採用,平成 8年満70歳で退職),E(昭和

58年採用,平成 9年満70歳で退職)iF(昭和61年

採用), G(昭和63年採用),H(平成 3年採用,平
成13年満70歳 で退職), I(平成 6年採用,平成13

年 2月 満70歳で退職)及びJ(平成 9年採用)は ,

各採用時,当時の法学部長 (又はその意向を受けた

法学部教授)か ら,「法学部では満70歳 まで研究と

38 労働判夕12003.6.1(No.845)

教育に従事できる。」旨の説明を受けていた。また,

K(昭和24年法学部専任講師として採用,昭和33年

教授昇任,平成 2年 6月 満70歳で退職)及原告は,

法学部長の職にある時,大学の外部から教授 として

採用しようとする者を招聘するにあたり,同旨の説

明をしていた。

このような説明を受けた者は,満 70歳 までの雇用

を期待 して法学部教授 としての雇用契約を了解 し,

その待遇を前提 として後輩 を法学部に招 く者 もい

た。

キ 法学部教授会では,本人が任意に退職を希望

しない限り,定年の 3-4か月前にその教授の定年

を延長するか否かを審議するが,ほ とんどの場合に

は,そのころに定年に達する複数の教授の定年延長

を一括 して行っていた。他の学部と同様に,定年延

長は,最初の延長が 2年 , 2回 目が 2年 , 3回 目が

1年 とするが,教授会での審議も,定年延長の内申

の対象者の資料に基づ き,個々人について採決をす

ることなく,議長が賛成多数 とみなして内申するこ

とが通例である。そして,定年延長について,問題

となったのは,後述する 2例のみである。なお, 日

本大学の文系の学部に範囲を広げても,定年延長が

問題 となつたのは,昭和54年以降,芸術学部の 2例

を加えるのみである。

ク 法学部において,少 なくとも昭和56年 ころ以

降,定年延長が問題になった事夕1と して,原告,被

告が揃って指摘するのは,次の 2例のみである。

① 法学部のL教授は,平成 2年 1月 13日 に満65歳

になったが,それ以前から,全 く教授会に出席せず,

その他の法学部の公式行事にも出席せず,授業の体

講率も高かったし,同僚教授の一部を椰楡するよう

な発言があつた。そこで,同教授の定年延長の内申

を行うべきかが法学部教授会で問題となり,平成元

年12月 7日 開催の教授会では,同教授の承諾を受け

て 1年間延長するという決議を行い,そのとおりの

理事会の承認を得た。さらに,平成 2年 11月 22日 の

教授会で, 2回 目の定年延長の内申を行うかが問題

となり,議論が混舌ししたが,同月29日 の教授会にお

いて,同教授が,採決をしてまで定年延長の内申を

することを希望していないとの意向が示され,結論

としては,定年延長の内申を行わないこととなり,

同教授は,平成 3年 1月 12日 に定年退職した。

② 法学部のM教授は,平成元年 6月 12日 に満65歳

になり,法学部から2年 間の定年延長の内申が出さ

れたが,常務理事会において,同教授が 1年以上も

体講し,ゼ ミナールも行っておらず,授業は代講を
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立てていたことが問題 となり,法学部に対 して調査

報告書を提出することを求めた。法学部は,調査報

告書 とともに内申したところ,学年末である平成 2

年 3月 31日 までの定年延長が承認され,その時点で

改めて再度の定年延長を検討することとなつた。 と

ころが,期間満了前に,同教授から,定年延長を希

望 しない意向が示 されたため, 1回 目の定年延長期

間満了により定年退職となった。

ケ 平成12年10月 19日 に開催された法学部教授会

において,原告を含む 7名の教授の定年延長の内申

をするかが議題 となった。その際,一括方式による

内申を行 うことについての異論はあつたが,結論 と

しては,従前 と同様の手法により,内 申することが

承認された。

コ 平成13年 2月 2日 開催の理事会においては,

2項 目の報告,連絡事項 と28項 目の議事事項が審議

された。議事事項第 8で ,いずれも同月中に定年 と

なる17名 の教授の定年延長が審議され,いずれも可

決された。議事録上,こ れらの教授については,講

義への出講状況及び教授会への出席状況は良好であ

ることが報告され,原案 どお り決定 した。

議事事項第28で,原告の定年延長が審議された。

人事部長から,法学部からの内申の内容 と,原告が

法学部長を解任されたことが言及された。その上で

始まった議論の内容は,次のとお りである。週刊新

潮平成12年 2月 3日 号の原告の法学部長解任に係る

「伏魔殿 『日大』突如解任の怪」 との週刊誌記事に

対する訴訟の状況が説明された。日大の本部批判の

張本人の定年延長は,当該訴訟の原告 としては,毅
然 として承認 しないのが適切であるとの意見が出

た。文系学部に定着 している定年延長の慣例の見直

しは,今後の課題 として全学的な検討が必要である

との見解を示す理事がおり, また,別の理事から,

今までに定年延長の案件が審議され,ほ とんどその

まま承認するような状況であり,教授の身分の問題

であることから,当然労働問題であり,裁判問題に

発展するおそれがあることが指摘 された。また,理

事会には定年延長について決定権限があ り,法律的

に問題がないという意見が出た。そして,採決の結

果,出席理事24名全員一致で,定年延長を否決する

という結論 となった。

サ 定年延長の取扱いについては,学部によって

違いがあった。日本大学第一部の関係で,平成 2年

から平成12年までの定年退職者のうち,医学部,歯

学部,松戸歯学部の教授は,70歳 まで定年延長され

たことは全 くなかった。工学部においては,定年延

本訴)事件

長を受けるためには,学科の主任の推薦状が必要で

あ り,厳格に内申の手続を採る結果,定年延長の対

象となるのは,約 7割に過ぎない (平成 2年から平

成12年 までの定年退職者のうち,個別的な事情は不

明であり,何人の教授が定年延長を希望 したかは不

明であるが,上記期間に工学部の専任教授のうち,

定年退職をした者は43名いるうちで,70歳まで定年

延長になっていた者は,30名である。)。 工学部出身

の理事は,例 えば,法学部の定年延長の内申の内申

理由は,工学部 と比較 して十分かと疑わざるを得な

い伊1が散見されると思いながらも,授業への出講状

況や教授会への出席状況,人格に問題がなければ,

理事会において特に反対 しなかった。

薬学部では,平成12年 9月 7日 の教授会において,

定年延長の審査時に学術論文100篇 以上,審査時以

前 5年間に学術論文20篇 以上,審査時以前 5年間に

多額の研究費を獲得すること (顕著な社会的活動や

大学に対する顕著な貢献を行った者には,特例を認

める。)を 内申の要件 とし,67歳 に達 した ときの学

年末を超えることはできないとの申合せをした。

(2)労使間で慣例として行われてv主る労働条件等に

関する取扱いである労使慣行は,それが事実たる慣

習 として,労働契約の内容を構成するものとなつて

いる場合に限 り,就業規貝1に 反するかどうかを問わ

ず,法的拘束力を有するというべきである。そして,

は,第 1に 同種の行為又は事実が一定の範囲におい

て,長期間反復継続 して行われていること,第 2に

斥 しておらず,当該慣行が労使双方 (特 に使用者倶サ

においては,当該労働条件の内容を決定 し得る権限

を有する者あるいはその取扱いについて一定の裁量

権を有する_者。)の規範意識に支えられていること

を要すると解するのが相当である。

(3)そ こでまず,第 1の要件,つ まり,同種の行為

又は事実が一定の範囲において,長期間反復継続し

て行われていることが認定できるかを検討する。

前記認定事実 (1(1)ウ エオキ)に よれば,こ の事

実は優に認定することができる。上記認定事実のと

おり,少なくとも昭和56年以降,法学部の教授で,

定年延長を希望する意思を最終段階まで有 しながら

定事実 (1(1)ク )の とおり,定年延長が問題となっ

たL教授及びM教授と_も ,定年延長が法学部教授会

い意思を表明したことにより,定年延長の手続がと
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まっている。)と いう一事をもって しても,同種の

行為が長期間反復継続 して行われていたと認定する

ことができるのである。

餡)次 に,労使双方が明示的に当該慣行によること

を排除,排斥 しておらず,当該慣行が労使双方 (特

に使用者側においては,当該労働条件の内容を決定

し得る権限を有する者又はその取扱いについて一定

の裁量権 を有する者。)の規範意識 に支えられてい

るという事実を認定できるかを検討する。

前記認定事実 (1(1)カ キケ)に よれば,法学部の

教授の倶lが本件労使慣行を是認 していることは,十

分に認定することができる。また,前記認定事実 (1

(1)ウ エ)に よれば,被告の広報でも,ま た,各種の

諮問答申の類 も,すべて,被告の学内においては,

教授に関しては65歳定年が有名無実化 して70歳定年

になっていることを異口同音に指摘 している。もと

より,こ れらの論説や諮問答申は,本件労使慣行の

F・l題点を指摘するものであるが,そのような指摘が

あってから長期間 (本件の証拠に現れているだけで

も15年以上。)に わた り,特に制度的に改革をした

痕跡が,証拠上全 く現れていない以上,本件議決の

時点で,労使双方が明示的に本件労使慣行によるこ

とを引1除,排斥 していないことは明らかであるとい

わなければならない。

さらに,前記認定事実 (1(1)工 )の とお り,財務

運営に関する特別委員会の答申を理事会で発表 した

際の理事会でも,定年延長をめぐる労使慣行を否定

した議論はなく,上記委員会の委員長 (理事)も ,

廃上によるデメリットが生 じることから,常任会や

学部長会議での検討に委ねる旨を発言 しているこ

と,日 本大学未来想像プロジェク トチーム委員会 (委

員長は理事。)の答申書 (第二次)に は,事実上70

歳定年+1に なっているとの現状認識 とともに,将来

採るべ き政策が再雇用市1か定年延長制 という文脈の

下ではあるものの,労働条件の見地から見て,雇用

期間延長が労働慣行 として熟 していると言及 してい

ること,同委員会の構成員であ り,法曹資格を有す

る法学部教授である0現学部長代行が,学部長選挙

を行 う教授会において,同委員会の教職員問題委員

会のすべての委員は,定年延長は労働契約の内容で

あるという,上記答申の内容 を敷行する発言をして

いることから見て,使用者側の一定の裁量権 を有す

る者の間でも,規範意識を有 していたと評価するこ

とができる。そして,前記認定事実 (1(1)コ )の と

おり,本件議決の際の複数の理事の発言中に,こ れ

までの定年延長に関する慣例,慣行 との関係で,定
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年延長をすることについて問題点があることを明白

に意識 して懸念が表明されているのであり,上記懸

念については,理事会は否定できる権限があるはず

だというのみで,本件労使慣行に関する具体的な反

論 もないのであるから,結論 として原告の定年延長

を否定 したとしても,上述の理事会の議論の中身は,

まさしく,理事会の構成員において,本件労使慣行

についての規範意識に裏打ちされていることを物語

っているといわなければならない。

以上の検討によれば,本件労使慣行について,労

使双方が明示的に当該慣行によることを排除,排斥

しておらず,労働条件の内容を決定 し得る権限を有

する使用者側の者も含めて労使双方の規範意識に支

えられているという事実を認定することができる。

この判断に反する前記証人Nの証言は,具体性の

ある根拠を欠 くものであるし,こ の半」断に反する前

記証人0の証言は,前記認定事実 (1(1)工)の教授

会での発言に照らし,いずれも採用する余地はない。

(5)な お,被告は,定年延長の取扱いが,理系学部

においては厳格に制限されているから,全学的に見

て,定年延長に関する労使慣行は否定される旨の主

張をする。しかしながら,前記認定事実 (1(1)イ サ)

のとお り,被告は,各学部を別4固 の事業所であると

いう見解のもとに,各学部ごとに就業規則を策定 し

て労働基準監督署に届出をしているのであるから,

事業所ごとに就業規貝Jと 労使慣行をめぐる労働契約

の内容が異なつていても,何ら異とするに足 りない

し,理系学部の中でも,学部ごとに,定年延長に関

する取扱いは,全 く異なっているのであり,ま さし

く,事業所ごとに異なる労働契約の内容になってい

ることが窺われるから,被告の上記主張は採用でき

ない。

2 争点(2)(定年延長 を否定する正当事由の有無)

について

(1)前記争いのない事実に証拠 (〈証拠 。人証略〉)

及び弁論の全趣旨により認定することのできる事実

を総合すれば,原告の定年延長を否定する正当事由

に関連する事実関係は,以下のとおりである。

ア 法学部就業規貝1に は,次の規定がある。

第19条 教職員が次の各号の一に該当するときは,

解職することができる。

① 教職員 としての能力を欠き,職務に適 しないと

認められたとき

② 疾病または身体障害のため勤務に堪えないと認

められた場合

③ 公疾病で療養中の者が打切補償を受けた場合
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④ その他やむをえない大学の事由がある場合

(2項, 3項省略)

第20条 前条の解職をする場合は,大学の人事給与

委員会の意見を聞かなければならない。

(中 略)

第49条 教職員が次の各号の一に該当するときは,

懲戒する。

① 職務上の義務に違背し又は職務を怠ったとき。

② 学内の秩序を乱したとき。

③ 大学の名誉を傷つけ又は信用を失墜する行為が

あったとき。

④ 教職員としてその品位を傷つけ又は体面を汚す

行為があったとき。

⑤ 故意又は過失により大学に損害を与えたとき。

⑥ 経歴を偽り又は不正の方法で採用されたとき。

⑦ その他この規則又は大学の諸規定に違背する行

為があったとき。

第50条 懲戒の種類は,情状により譴責,減給,出

勤停止,降格及び免職の 5種とする。

(中略)

第54条 降格は,役職を免じ,又は 2等級の範囲内

で給与の等級を下す。

また, 日本大学学則 9条 6号は,教授会は,教員

の進退に関することを審議すると規定し,教員の進

退に関する教授会議決規程は,定年規程による退職

以外の退職又は停職の議決は,総会員の 3分の 2以

上の出席を必要とし,出席会員の 3分の 2以上でこ

れを決めると規定している。

イ 原告は日本私法学会,比較法学会, 日独法学

会の会員であり, これまでに学術論文を発表してい

た。また,原告は,平成13年度の法学部の学部や大

学院法学研究科で講座やゼミナール担当者として予

定され,平成13年度国外研修の候補者として教授会

の承認を得ていた。

ウ 本件議決にいたる事実経過は,次のとおりで

ある。

① 平成11年 3月 19日 , 日本大学本部は,次期日本

大学総長の選挙期日を同年 6月 17日 と決した。

② 平成11年 5月 7日 ,被告理事会において,文部

省高等教育局長から,大学設置基準に照らして, 日

本大学法学部の専任教員が不足している事実を指摘

し,その早急な充足を求める趣旨の通知があったこ

との報告があった際,P理事からの緊急動議により,

法学部教員充足,司法試験対策,文部省科学研究費

に関して,具体的な改善策を検討する法学部改善委

員会 (仮称)の設置が承認された。

③ 平成11年 7月 2日 ,被告理事会において,原告

の総長選挙広報等についての言動を併せ調査するこ

とが決議され,②の委員会は,法学部問題調査 。改

善特別委員会と改称された。

④ 平成11年 9月 3日 , P理事を委員長とする③の

理事長あての同日付け答申書 (中 間)が提出され,

同年12月 2日 ,③の理事会あての同日付け中FFl答申

が提出された。

⑤ 平成11年12月 3日 ,理事会は,原告につき法学

部長解任の決議をした。解任の理由は,教員数の充

足を怠ったこと,法学部の管理運営について恣意的,

独断的であったこと,被告に協力する姿勢がみられ

ないことであり,以上から法学部長として適当でな

く,今後の法学部の改善,充実にあたり期待できな

いことであった。なお,理事会において, この解任

の学内規則での明文の根拠はなく,学部長解任は
,

労働法上の降格に該当するが,懲戒処分である降格

を選択しないという議論があった。

同日,被告は,0教授を学部長代行とした。

⑥ 平成12年 10月 19日 開催の法学部教授会で,原告

の定年を2年延長する内申手続を採ることを議決を

し,被告に対し,同年11月 30日 ,その旨の内申をし,

それに対して,平成13年 2月 2日 ,理事会は,原告

の定年延長を認めないという本件議決をした。

工 原告は,昭和41年 に法学部専任講師に任命さ

れた後,平成 4年 11月 ,法学部長に補され,平成 7

年 1月 と平成10年 1月 に再任された。また,平成 5

年 9月 ,被告理事に委嘱され,平成 8年 9月 に再度

委嘱され,平成11年 9月 に委嘱を解かれた。上記の

間,法学部や日本大学の各種の職を歴任していた。

オ 前述の法学部問題調査 。改善特別委員会作成

の平成11年 12月 2日 付け中間答申によれば,法学部

においては,専門分野ごとに「村」と称する小組織

が構成されており,こ の村を主体として教員候補が

推薦されているが,村ごとに派閥意識が強 く,推薦

に当たっての明文の推薦基準や審査基準がないこと

が,教員任用制度の問題点として指摘されている。

また,法学部では,教員の採用については,教員拡

充委員会,担当者会議の組織による検討がなされる

仕組みになつており, これらの組織が,その権限を

有するとともに責任を負っていた。そして,最終的

には,教授会による議論を経て教員の採用がされて

いた。

力 学校法人日本大学寄附行為には,不動産の取

得等の重要な財産行為については,理事会の 3分の

2以上の同意を必要とし,日 本大学調達規程によれ
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ば,土地の購入, 1件あたりの工事予定額が5000万

円以上の改良,改善,解体工事等,工事予定額が10

億円以上の工事の設計をする場合には,部科校長は
,

理事長あてに申請書を提出して手続を進める (以下

「本件工事」 という。)と 規定されている。

また,法学部での工事等については,法学部内で

の手続 としては,キ ヤンパス整備委員会 という組織

が存 し,教授 らの他,営繕管財会議の主要な事務局

の構成員 (会計課長を除 く。)は包合 した者 によつ

て構成されていた。また,法学部内には,事務局職

員で構成された営繕管財会議が存在 した。原告は,

学部長当時,営繕管財会議は,その所管事項は,学

部が行 う工事に限定されるという解釈から,本部工

事については,キ ャンパス整備委員会に対する諮問

のみにより,営繕管財会議の手続を経ないで本部ヘ

の内申手続を採っていたが,そのことに対 して,法

学部問題調査・改善特別委員会による調査以前に

は,法学部内や本部から問題であると指摘 されたこ

とはない。本部工事は,キ ャンパス整備委員会で審

議された後は,担当者会議,教授会に諮って,被告

の大学本部への_ヒ 申の手続をしていた。そして,本

部では,営繕委員会等を組織 し,理事会への付議を

含めて,本部での手続を進めていた。

キ 原告は,平成 8年 と平成11年 の総長選挙に立

候補 した。

原告の平成11年 の選挙の際に,法学部内に仮設電

話が設置され,ま た,選挙事務所の補助 として,人
材派遣会社から2名 の補助員が雇用された。そ して,

法学部から前者の分として「総長選挙用電話工事」

の内訳で, 1万 5435円 が,後者の分 として「庶務課

事務補助による人材派遣」の内訳で31万7205円が支

出された。なお,後者については,契約期間を平成

11年 6月 4日 から同月16日 とする人材派遣による事

務補助者の契約についての決済があり,そ の中には,

当時,学部次長であった0の決済印もあ り,法学部

の担当者は,事柄が本部事務室における人員配置の

問題であること,その契約期間に照らせば,総長選

挙対策用の事務補助者であることについては,十分

に認識 していたものと認められる (こ れに反する〈証

拠 。人証略〉は,信用できない。)。

平成 8年の選挙の際,一般に学部の学部長が総長

選挙に立候補 した場合,各学部の事務担当者が電話

番等に動員 されるのであるが,その当時,法学部は

最月ヽ限の職員配置 しかなかったため,各課から人を

割 くことが困難であり,学部内で相談の上,派遣会

社からの職員を雇用 した。平成11年 の総長選挙の際
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にも,同様の方法を採った。

なお,原告は,総長選挙の前に,法学部Q庶務課

長に対 して,選挙対策用の費用 として,合計300万

円の私費を手渡 していた。また,原告は,平成11年

の費用について,事後に全額返済 している。

ク 総長選挙の際,他の総長候補者が,学部内に

設置した仮設電話の費用や,選挙対策のための人員

をどのようにして都合 しているかについての主張 ,

立証はない。

前述の平成11年 9月 3日 付け法学部問題調査・改

善特別委員会の答申書 (中 間)中 には,選挙広報に

掲載された原告の記載内容ないしその原案が,被告

に対 して批判的に過ぎる点,総長選挙管理委員会規

程の定める 2回の選挙広報の規定に抵触するおそれ

があること等の問題点に次いで記載されている。そ

して,総長選挙に関する事項の改善案として,現行

の選挙制度は様々な点で見直すべ きことは多数の者

の評するところであるが,現状においては既存の規

程において実施されなけばならないこと,こ の選挙

活動における原告の行動は,理事,学部長としての

基本的な面での意識の希薄さが見受けられると結論

づけている。

け)被告は,争点(2)に ついて,定年延長を否定すべ

き正当な事由があると主張する。被告が,こ の主張

を理論的にどのように位置づけているのか明らかで

ないが,前記判断のとお り本件労使慣行が認められ

る中で,本件議決により,定年延長をしないという

被告の行為は,解雇の意思表示 ということになるの

で,解雇権の行使が濫用であることの評価障害事実

として主張 していると善解 して,以下検討する。

ただし,理事会の本件議決により被告が解雇権を

行使 したと解釈 したとしても,前記認定事実 (2(1)

ア)の とお り,法学部就業規則においては,解雇事

由は列挙 されているのであ り,被告主張事実 (結論

としては,教授 として備えるべ き「人格」が欠けて

いること。)が, どの事由に該当するか判然 としな

いし,理事会が,各学部の教授を解雇する権限の根

拠は何か,上記認定事実の教授会議決規程の手続的

要件に関する主張 も欠けているのであり,こ れらの

問題点を解消 しなければ,そ もそも本件議決の有効

性の主張は,失当になるという帰結になる。

(3)仮に,(2)の点を措 くとして,被告の主張する一

般的な「人格」を備えていないという事由が,解雇

事由になるという見解の当否を検討する。

学術の中心として,広 く知識を授け,深 く専門の

学芸を教授研究 し,知的,道徳的及び応用的能力 を
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展開させることを目的とする大学の中心 となる教授

に,「人格」が必要とされることは,一般論 としては,

まことにもっともなことである。 しか し,「人格」

とは,あ まりにも広義な概念であり,被告の主張は
,

法学部教授 として必要な「人格」の内容についての

具体的主張,立証がなく (具体的主張があれば,抽

象的な「人格」を論 じる必要はあるかは疑間である

が。),そ のような「人格」を久 く原告を,長 きにわ

たり前記認定事実 (2(1)工)の ような学内及び法学

部の要職に据えてきたこととの整合性を欠 く被告の

見解は,失当であるといわなければならない。

僣)そ こで, さらに仮に,被告の主張を善解 して,

それぞれの行為が教授 としての適格性に問題がある

という趣旨の事実主張であると解 したとして,その

当否を検討する。

教授は,学生を教授 し,その研究を指導 し,又 は

研究に従事することを職務 とする者である (学校教

育法58条 5項 )。 前記認定事実 (2(1)イ )の とお り,

原告は,一定の学問業績を有 し,法学部内で定年延

長を前提に学部と大学院の教育の担当が予定されて

いた。一方,被告は,批判されるべ き原告の行為 と

して,卒業式の紅白饉頭の大 きさの問題まで云々す

る極めて広範かつ詳細な主張をしながら,学生に対

する教育,学術研究業績において,原告に欠けると

ころがあるという趣旨の具体的な主張をしていない

ことからすれば,被告としては,上述の教授の基本

的な職務について,原告に適格性を疑わせるような

事情は存しないとの認識を有していたことが認めら

れる。

(5)被告の主張のうち,被告の中途の準備書面まで

は,業務上横領行為であると主張していた総長選挙

の際の公私混同の主張 (第 2当事者の主張(2)(被告

の主張)力②)について検討する。

前記認定事実 (2(1)キ ク)の とおり,総長選挙に

おける経理関係の在 り方についての客観的証拠がな

いことから,上記認定事実を非行行為と評価するだ

けの立証は尽 くされていない。むしろ,上記認定事

実のとおり,法律家を含むメンバーが作成し,原告

の学部長解任という結論を出した法学部問題調査・

改善特別委員会の答申書 (中 間)において,こ の事

実を指摘 しながら,結論としては,既存の選挙市1度

の問題点があつても現行規程を遵守しなければなら

ないとしか言及していないことからして,同委員会

も,こ の事実を原告の業務上横領行為とは評価して

いないと認められるから,結局,こ の事実は,解雇

権濫用の主張に対する障害事由とは評価 し得えな

セヽ 。

(6)以上の他に,被告は,原告の学部長在任中の行

動について,詳細かつ広範な事実主張をするが,そ

の内容は,いずれも学部長又は総長選挙候補者とし

ての行動に係わる事由であり,直ちに教授 としての

適格性に関する主張としては,不十分であるといわ

なければならない。また,その具体的な行動の中身

も,前記認定事実 (2(1)オ カ)に よれば,Jllえ ば,

教員の充員については,法学部内での「村」からの

推薦,教員拡充委員会,担当者会議,教授会という

各機関が関与しており,ま た,例 えば,図書館棟の

建築の問題にあっては,法学部内のキャンパス整備

委員会,担当者会議,教授会によるチェック,本部

が関与する案件にあつては, 日本大学本部,営繕委

員会,理事会等による組織的なチェックが働 くこと

が予定されているのである。してみると,被告は
,

原告が学部長在職中の不都合な行為を綾々主張して

いるものの,そ れぞれの権限と責任を持った機関が,

学部長をチェックするかたちで法学部の行為がなさ

れる組織となっている以上,上記の法学部の行為が

不適切であるからといって,教授という地位に関し

ての解雇権濫用の障害事由としての主張としては,

失当であるといわなければならず,採用することは

できない。

(7)以上の検討によれば,仮に本件議決が,法学部

るとしても,原告が法学部教授としての適格性を有

しているのに,社会通念上相当なものとして是認す

るだけの解雇権濫用の障害事由が存在しないから,

ができるから,無効になるという結論になる。

第 4 結論

以上のとおりであるから,原告の請求のうち,被

告の設置する日本大学法学部教授であることの地位

の確認を求める請求については理由があるし,原告

の未払賃金及び賞与の請求のうち,本判決確定日ま

での請求については理由があるから,いずれもこれ

を認容し,原告のその余の請求に係る訴えについて

は,訴えの利益を欠くから,いずれも却下すること

とし,主文のとおり半J決する。
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